
 

「災害時情報共有システム」概要と利用方法 

１）災害時情報共有システムとは 

災害発生時に、事業所の被災状況を事業所と自治体、国（厚生労働省）の間
で 情報共有するためのシステムです。国を通じて被災状況の報告を求められた
際に、事業所のパソコンやスタッフのスマートフォンを使って、事業所の被害
状況を的確に、簡単に知らせることができます。 

自治体・国では、事業所から報告された被災状況を速やかに確認・把握した
上で、必要な支援につないでいくことができます。 

 

事業所向け 

３）システムの特徴 

１．災害が発生すると、災害の規模などから必要に応じ国(厚生労働省)が被災状況の 

報告を求めます。国は都道府県（政令市・中核市）を通じ、事業所の皆さまへ 

報告を依頼しますが、その際、事前に登録いただいた連絡先に専用の URL が送 

られますので、システムにアクセスし、被災情報の報告を行っていただきます。 

（アクセスの際に ID、PW は不要です。）  

※送信いただいた情報は、都道府県（政令市・中核市）のほか、市町村、国 

（厚生労働省）でも即座に状況が確認できます。  

２．被災状況報告は、同じ URL から複数回登録が可能ですので、状況変化に応じて、 

報告内容を随時更新できます。 





【本件に関するお問い合わせ】

和歌山県 障害福祉課 施設福祉班
電話番号：073-441-2537

メールアドレス：e0404002@pref.wakayama.lg.jp



災害時情報共有システムQ＆A

No お問合せ内容 回答

1 災害時情報共有システムへの登録処理をしていない。

　当システムは、『障害福祉サービス等情報公表システム』（WAMNET）を基に作られているため、新たに登録する
必要はありません。
　その為、『障害福祉サービス等情報公表システム』（WAMNET）で各事業所毎に設定する『システムからの連絡
先』が緊急時でも連絡を受けることができる連絡用メールアドレスとなっているか、改めてご確認いただき、必要に
応じて情報を更新し、未入力の場合は、早急に情報を入力してください。

2 ID・パスワードが分からない。
　当システムでは事業者のアカウントはなく、災害発生時に災害時情報共有システム（s-
saigai@wamnet.wam.go.jp）からメールが届き、メール内のURLをクリックし被災状況報告をする際に、ID・パスワー
ドは使用しません。

3
どのメールアドレスに被災状況報告依頼が来るか分から
ない。

　当システムでは、、『障害福祉サービス等情報公表システム』（WAMNET）で各事業所毎に登録した『システムか
らの連絡先』内のメールアドレスに被災状況報告依頼が届きます。

4
災害時情報共有システムから届くメールの送付先を変更
したい。

　『障害福祉サービス等情報公表システム』（WAMNET）で各事業所毎に設定する「システムからの連絡先」内の連
絡用メールアドレスを変更してください。

※既に上記１下線部の方法によりメールアドレスを登録している場合は、アクセスページ→
https://www.wam.go.jp/s-saigai/DIS050100E00.doから施設連絡用アドレスを入力→『施設情報登録メール』→変
更箇所入力→申請　の方法でも変更は可能です。

5
複数の障害福祉サービスを行っているためか、メールが
何通も届きます。１通にしてほしいのですができません
か？

　当システムは、事業所毎に登録されている『システムからの連絡先』に機械的に送付されるため、お送りするメー
ルの通数調整はできません。
　したがって、届いたメールのURLからそれぞれ報告を行っていただけますようお願いいたします。

6

１つの建物で複数の障害福祉サービスを行っており、被
災状況報告は全て同じ内容になります。この場合でも、
報告は実施しているサービスの数だけ行わないといけな
いのでしょうか？

　１つの建物で報告内容が重複していたとしても、実施しているサービスの数だけ報告を行ってください。

7
災害の被害を受けていなくても報告しないといけません
か？

　被害がなかった場合でも報告が必要です。

8
被災状況報告時に被災ありの場合、実員の数え方はど
のようにすればよいか。

　現に利用されている利用者の人数を入力してください。※事業所の利用定員ではないので注意してください。


